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生命保険生命保険生命保険生命保険
団体扱に変更すると…

団体扱は、教職員の方が生命保険会社と契約している生命
保険の保険料を厚生会が給与から引去り、取りまとめて
生命保険会社に支払う制度です。
※ご契約内容によっては「団体扱」にできない場合もあります。

あなたの生命保険料が
兵庫県学校厚生会の ご存知

ですか？

①兵庫県学校厚生会 現職会員であること
②保険料は、保険会社に直接お支払いされていること
③下記の保険会社で加入されている契約であること
※保険会社によって「団体扱」の取扱いができない市町があります。

団体扱にできる条件

（以下に取扱地区を記載していますので確認ください）

団体扱団体扱団体扱団体扱
生命保険の「団体扱」って何？

うれしい３つのメリット！
保険料が割安に！

月額の保険料が約１～３%割安になります。
1
※三井住友海上あいおい生命は対象外です
※団体扱保険料率適用後の保険料は、契約保険会社
に問い合わせてください
★太陽生命は2023年10月より一時的に対象外です

手続きが簡単！3
新規契約および現在加入中の契約を
「団体扱」に変更が可能です。

保険料払込みも簡単！2
毎月の保険料払込みは、便利な給与引去
りです。

団体扱への変更を希望の場合は、問合せ先にご連絡ください。

この機会に是非、厚生会団体扱（給与引去り）での加入をご検討ください。

各生命保険会社
問合せ先

■朝日生命
0120－714－532

月～土/9時～17時（祝日、年末年始は除く）

■住友生命
0120－307－506

月～金/9時～18時（祝日、年末年始、12/31～1/3は除く）
土曜日/9時～17時（祝日は除く）

■太陽生命
0120－97－2111

月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土・日/9時～17時（祝日、年末年始は除く） ■三井住友海上あいおい生命

0120－324－386
月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土曜日/9時～17時（祝日、年末年始は除く）
※団体扱等加入通知書は、厚生会へ提出してください。■第一生命

0120－157－157
月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土曜日/9時～17時（祝日、年末年始は除く）

■日本生命
0120－201－021

月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土曜日/9時～17時（祝日は除く）

■明治安田生命
0120－662－332

月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土曜日/9時～17時（祝日は除く）

■アフラック
0120－555－595

月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土曜日/9時～17時（祝日は除く）

■オリックス生命
0120－506－094

月～土/9時～18時（祝日、年末年始は除く）

■かんぽ生命（神戸中央郵便局）
☎（078）360－9639
月～金/10時～17時（祝日、年末年始は除く）

■ジブラルタ生命
0120－37－9419

月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）
土曜日/9時～17時（祝日は除く）

■大樹生命
0120－318－766

月～金/9時～18時（祝日、年末年始は除く）

■富国生命
0120－259－817

月～金/9時～17時（祝日、年末年始は除く）

■メットライフ生命
0120－881－796

月～土/9時～18時（祝日、年末年始は除く）

¥¥¥

今よりも

割安に！！



郵便局の「かんぽ生命保険」も　　
給与引去りの「団体扱」でお得に！

※すでにご加入の方も、保障はそのままで団体扱に変更できます。
厚生会の県費会員・神戸市費会員の方は「かんぽ生命保険」が、厚生会の団体扱
(給与引去り）で、保険料が集金・窓口払いの約３％割安でご加入いただけます
（口座振替の約１％割安）。

かんぽ生命に関する手続き
の詳細はこちらから

がん保険
～アフラック がん保険～

会員本人はもちろん、契約者を会員にすることで２親等以内の家族も、割安な団体取扱料率で加入できます。

がん治療のための幅広い保障に加えて、
さまざまながんの悩みの解決をサポートするがん保険
ポイント

1

ポイント

2

幅広い保障で、経済的負担をサポート

「アフラックのよりそうがん相談サポーター」が
さまざまながんの悩みの解決をサポート

治療前の検査から治療後の外見ケアまで幅広い保障でしっかり備えることが
できます。また、公的医療保険制度の対象とならない新しい治療なども保障し、
がん治療の選択肢が広がるようサポートします。

よりそうがん相談サポーターは、がん患者様のご相談サポートの経験がある
看護師・社会福祉士等のメンバーで構成された専任のサポートチームです。
お一人おひとりによりそい、信頼できる情報やサービスのご案内を通じて、
納得のいく治療・療養生活や意思決定 を実現できるようご支援いたします。

(＊) アフラックのよりそうがん相談サポートはHatch Healthcare株式会社が提供するサービスであり、アフラックの
保険契約による保障内容ではありません。 サービスの詳細は、アフラックオフィシャルホームページ 
https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html をご確認ください。

付帯サービス<アフラックのよりそうがん相談サポート(＊) >

一般財団法人 兵庫県学校厚生会（団体保険係）
TEL：078－331－9317〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-7-34

お気軽に
お問い合わせ
ください！

◎団体扱対象となる保険
 学資保険、養老保険、終身保険など　※年金保険は対象外です。
◎団体扱の条件
・現職会員のうち、県費・神戸市費会員
・給与引去りを希望する保険の契約者が会員本人であること
・保険料を毎月払っている（月払）契約
※ただし、下記に該当する場合は、団体扱の適用除外となります。
・退職した場合
・異動等で給料負担が県費から市町費等（神戸市費は除く）に
変更になった場合
・育児休業期間・長期研修期間等の無給期間に入った場合
・保険料が引去りできなくなった場合
・国または他の地方公共団体等に転出した場合 


